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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    ・議案第８４号 那須塩原市教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の制定について 

    ・議案第８５号 那須塩原市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔生涯学習課〕 

    ・議案第９９号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔スポーツ振興課〕 

    ・議案第９９号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 
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   〔社会福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔高齢福祉課〕 

    ・議案第９５号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７２号 平成２８年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前 ９時５７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  12月定例会福祉教育常任委員会に出席をいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

  これからちょっと着座のままで進めさせていた

だきたいと思います。 

  それでは、今定例会における委員会の審査の方

法について申し上げます。 

  審査は各担当課ごとに行い、それぞれ福祉教育

常任委員会、予算常任委員会（第二分科会）の順

に審査をいたします。審査の日程はお手元に配付

の次第のとおりです。 

  本日は子ども未来部、教育部、保健福祉部の順

に審査を行います。 

  今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

条例案件３件、その他の案件１件です。予算常任

委員会に付託された案件のうち、当第二分科会で

審査すべき案件は、一般会計の補正予算案件１件

でございます。 

  各委員には、自由闊達なご意見と慎重な審査を

お願いいたしますとともに、円滑な進行にご協力

くださいますよう、重ねてお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○伊藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ちまして、藤田子ども未来部長から

ご挨拶をいただきます。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課について審

査を行いますが、子育て支援課については、福祉

教育常任委員会に付託する案件がありませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 子育て支援課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （議案第72号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今、一番最後に説明されたひとり親家

庭の予算なんですが、今、県のほうから半分補助

されるという説明がありました。不足する分を掲

げたということなんですが、件数で言うと何世帯

分が、何世帯というか、何人分ぐらいなのか。 

○伊藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 給付係の伊藤と申します。よろし

くお願いいたします。 

  ひとり親医療の受給資格者ということになるん

ですが、こちらに関しましては、平成28年で、４
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月１日現在の数字となってしまうんですが、申し

わけないんですが、3,202人ほどありました。参

考で申し上げますと、去年、平成27年ですと

3,240人ということで、3,200人前後ぐらいという

ところで推移をしております。 

  以上になります。 

○伊藤委員長 髙久委員。 

○髙久委員 歳入と歳出のほうの額が半分ぐらいに

なっている、比率が半分というのは、県のほうか

らの補助が半分だから、こういう形というのがわ

かりましたので、結構です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 ６ページの2001事業の中で１億2,800

万円が28年度に補正予算しまして、29年度に繰り

越しされないということなんですが、これ28年度

分では何％ぐらいの進捗率を考えておりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 今、事業者のほうでは設計

と積算を一生懸命やっている状況なんですけれど

も、それが来年、年明け早々ぐらいにはある程度

固まってまいります。国との協議の中で、今後、

国から内示が出れば、すぐに契約をして事業に入

るんですが、おおむね数字的には37％、ちょっと

半端になりますが、37％ぐらいを今年度で見込ん

でございます。 

○中村委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 すごく基本的なこと、わからないので

お聞きしますが、今のちょうどその保育園の、こ

こに各額というのはどこから出てくるものなのか

というのが私がちょっとよくわからなかったんで

すけれども。何か見積もりか何かがあって、この

金額というのが出てくるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 今回の事業につきましては、

国の補助事業のメニューの中での基準額というの

が、国で示された額があるんですね。その基準額

を、私どものほうではまだ建物の積算とかができ

ていない状況なので、目いっぱいとっているとい

うことなので、国の補助の基準額の上限というこ

とで今回計上させていただいております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、例えばこの保育園をつくると

なったら、もともと国は、建てるものの何％を補

助してくれるとかという決まりがあるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○菊地子ども福祉係長 子ども福祉係、菊地と申し

ます。 

  この補助金に関しましては、国のほうは、全体

の３分の２が国のほうから補助が出るという形。

事業者は４分の１で、残りが12分の１ということ

になるんですが、それが最終的な市が持ち出す額

ということになります。 

○藤村委員 わかりました。ありがとうございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （議案第72号について追加

説明。） 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 今、にじのいえのモデル事業が終了し

たということで、次も西那須野地区でやるという

ことですか。黒磯地区の要望も出ていたと思うん

ですけれども、これは１カ所だけの分でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 今、委員おっしゃったよう

に、黒磯地区にも要望もございますし、私ども通

常の業務の中で、需要もありだというふうに考え

ております。これにつきましては西那須野地区で
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考えておりますけれども、黒磯地区にもできれば

広げていきたいという考えがございますし、それ

につきましては、新年度の当初予算の中で要求を

させていただければありがたいというふうに考え

て、今、その準備を進めているところでございま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、これは西那須野だけでこの事業

費を見込んでいるということなんですけれども、

これはにじのいえでの実績からはじき出された数

字で、これだけの金額が必要だということになっ

たのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 基本的には実績額から出し

ているんですけれども、国のモデル事業が終わる

に当たって、少し我々としましても、もう少し対

象を広げたいという思いも実はございますし、お

おむねの金額でいきますと、今までの実績が年間

800万円程度かかっています。それで、若干対象

を広げたいということで、これも約なんですが、

約100万円ほど、年間については増額をした形で、

今まで対象人員が14名、これは登録してあるとい

うんですかね、14名なんですが、その14名をもう

少しふやしていきたいと。具体的な人数はまだこ

れからなんですけれども、ふやしていくことで、

予算的にも若干ふやした形で今回補正をさせてい

ただいております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 にじのいえが具体的にどこでどうとい

うのは、ちょっと私見に行っていないのでわから

ないんですけれども、費用に含まれているものは、

具体的に、例えば子どもの食費であったりとか、

お風呂に入るんだったら水道代とか、電気代、ガ

ス代とか、あと、場所によってはお家賃が必要だ

ったり、あと、かかわっている人の人数、人件費。

今度は対象人数をふやすとなると、かかわる人も

ふえてくると思うんですけれども、具体的に何が

どのようにふえたのかというのはわかるんでしょ

うか。 

○伊藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 子ど

も・子育て総合センター所長の八木澤です。よろ

しくお願いします。 

  人件費のほうが今現在よりも子どもの人数がふ

えていくことで確実にそこがふえるんですね。そ

のほかに、借家ということでそこに賃貸が入りま

して、そのほか車の保険、それぞれやってくださ

っている方の車を使って、それに同乗者の子ども

たちと、運転する方の保険というふうに保険がそ

こに必要になっています。それから、子どもたち

いろいろ元気ですので、修繕費であったりとある

んですが、ほとんどが人件費のほうがかなりウエ

ートを占めていきます。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 ちょっと補足をさせていた

だければと思うんですが、この事業は、簡単にい

うと、学校までまず迎えに行くと、放課後ですね。

迎えに行って、にじのいえに連れてきて、そこで

生活の、食事とかそれ以外の学習支援とか、そう

いったものの支援をした後に、今度はまた自宅ま

で送っていくという、それが一連の事業なんです

ね。 

  その送迎については、市がしていく中で、スタ

ッフの方々のマイカーになるものですから、その

辺のところの保険はきっちりと入っておかなけれ

ばいけないだろうというところで、今の保険とい

う話になりました。ちょっと補足します。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたまにじのいえをやっていた方が

次のプロポーザルで手を挙げられるのかどうかち
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ょっとよくわからないんですけれども、来年度、

黒磯も要求されるということですが、見込みとし

て、プロポーザルに応募してくださる事業者とい

うのは当てがあるのでしょうか、複数。 

○伊藤委員長 課長。 

○石塚子育て支援課長 とても答えるのは難しいご

質問だと思うんですけれども、今現在受けていた

だいているのが西那須野地区のＮＰＯ法人で、当

然私どもとしては、そこも含めて一般的に公募は

していきたいなと思っています。 

  ただ、現実的にどうかということになりますと、

現実的になかなか、ほかで手を挙げていただける

ところがあるかというのは、まだちょっと不明で

すね。その１カ所については、引き続き手を挙げ

ていただけると思いますので、当然プロポーザル

という事業の中で内容を精査してやっていく形に

はなると思うんですけれども、現実的には、１カ

所になるか、２カ所になるか、その辺のところは

今後の状況を見るしかないかなというのが現実で

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたまちょっと小山のほうの同様の

施設を見学させていただいたときに、物すごく配

慮が必要な子どもたちで、現場でも細心の注意を

払っていないといけない、ちょっと言葉では言い

にくいけれども、本当に危険がいっぱいあって、

簡単に放課後児童クラブをやっているよう気持ち

ではできない、とても難しい事業だと思いますの

で、プロポーザルの受け入れをできる人たちを確

保する、育てるなり、見つけることがこれからこ

の事業を継続していく上ではネックになると思い

ますので、そこのところをぜひよろしくお願いし

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、質疑がないようなので、

質疑を終了いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 子育て支援課の皆さんから。 

  課長。 

○石塚子育て支援課長 （いなむら保育園の民営化

移管事業者の募集状況について） 

○伊藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 
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再開 午前１０時３２分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  会議の途中ではありますが、当委員会に傍聴希

望者があります。議会基本条例第７条により、議

会の会議は公開を原則としております。 

  よって、当委員会では、本条例に基づき、これ

を認めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○伊藤委員長 それでは、保育課について審査を行

いますが、保育課については、福祉教育常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第二分科会）に切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 保育課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いを申し上げます。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○高久保育課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 まず、歳出のほうから、５ページの３

款民生費の中の一番下、２項３目1001事業の中で、

先ほどの委託料の中の説明の中で、認可保育園施

設等の中で、説明の中で、28年度公定価格が決定

した、変更になったという説明がありました。公

定価格、いろんな公定価格があると思うんですが、

この保育園運営施設に関する公定価格というのは

どういったものが含まれるんですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 公定価格の中身というものなんです

けれども、国のほうで示しているのは、まず園を

運営するための基本的な保育士、園長とか副園長

とかという配置の人件費ですね。それから、あと、

軽微な修繕、また運営にかかわる基本的なものと

して、余りはっきりこれが幾ら、これが幾らとい

うふうに示しているものではなくて、国ではおよ

そ園の運営に必要なものとして、人件費と運営費

と修繕と、あと日々の保育に係る教材だったり、

そういったもの、あと衛生品だったり、そういっ

たものも含めて出して、それを個人的な、個人と

いうか、児童、ゼロ歳児、１歳児、２歳児、３歳

児、４歳児、５歳児によってそれぞれの年齢に応

じたものを園で単価として出すということです。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 初歩的なご質問で大変失礼しましたが、

なぜそんな質問をしたかというと、この運営費が、

この時期になって8,430万円というのは結構大き

な金額で補正されるという中で、その間、この運

営費は、年度当初、４月に戻って各施設、保育園

とか認可こども園は、４月にさかのぼって、特に

人件費なんかはお支払いするという仕組みのもの

なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 給付費に関しましては、月ごとに

お支払いをしております。その月のですね、まず

は公定価格の決め方なんですけれども、園の規模
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というもの、規模は定員で決めるんですけれども。

それから、児童の年齢です、ゼロ歳児、１歳、２

歳、それから３歳児、４歳、５歳児という形で年

齢別に決まっております。当然保育士なんかも小

さい子どもさんに対しての保育士の配置というの

は手厚いものがありますので、小さいお子さんに

対しての１人当たりの単価というのはかなり高く

なってくるものでございます。それが計算をされ

て、なおかついろんな加算というものも実はあっ

たりするんですが、そういうものを一月ずつ計算

をしまして、その月その月にお支払いをしている

ということでございます。 

  平成28年度の公定価格に関しましては、通知が

ちょっとおくれたというのはあるんですけれども、

４月、５月あたりは27年度で暫定的にお支払いし

ていまして、その差額につきましては、28年度の

公定価格がはっきりと出た時点で差額をお支払い

していて、今は28年度でずっとお支払いをしてい

るというような形になります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、27年度で今まで支払って

いて、その間、各施設、特に民間、市でやってい

る保育園とかそういったものはあれなんですが、

民間でやっている事業者は、４月からこの決定す

る時期の間は民間の事業者が個人的に負担してい

る分、人件費等々ふえた分を負担しているとかそ

ういった現象というのは起きていないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 まずは、こういった給付費に関し

ては民間のみでございまして、公立に関しては交

付税措置というふうに聞いております。何ていう

んでしょう、民間の施設が新たな金額、公定価格

になるまでの間ということですけれども、おおむ

ね試算というか、払ったのはあるんですけれども、

４月、５月というのは保育される児童の人数が途

中入園でだんだん３月に向かってふえていくわけ

なんですけれども、４月、５月より３月のほうが

当然多いということになります。公定価格も…… 

〔発言する人あり〕 

○高久保育課長 すみません。差額に関して負担し

ていたかということになれば、４月、５月という

ものが全体的に比べれば、わずかと言ったら変な

んですけれども、それが運営に直接響くようなも

のではないというふうに思っております。 

  今回、これだけの何ていうんでしょう、補正を

させていただくわけなんですが、大きなものとし

て、３月、ぎりぎりなんですけれども、当初予算

の要求時期に間に合わなかった件がございまして、

実は新たに保育園が、あったか保育園という保育

園と、それからひかりみどり保育園がですね、小

規模から普通の保育園になるということで、定員

がふえました。その分の給付費というものを見込

んでおりませんでしたので、それもあわせて今回

補正をさせていただくというような考え方ですの

で。公定価格全体としてのほかに要因がさまざま

あるんですけれども、すみません、ちょっと説明

が足りていなかったかとは思うんですが、４月、

５月については、経営を圧迫するようなところと

は私どもは認識してはおりません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その辺を確認したかった質問なんです

よね。ちょっと金額的にも、これ何カ所の施設か

わかりませんが、施設数で割れば大分下がると思

うんですけれども、金額が多かったものですから、

事業者が負担になっているんじゃないか、それほ

どもうかる商売でもないような事業なので。費用

面での負担になっていないかなというふうに思っ

たもんですから、質問をさせていただきました。 

  ちなみにこれに該当する施設というのは、大小

あると思うんですが、何カ所分になりますか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 民間の保育園が13カ所、それと認

定こども園が７カ所、それから小規模保育施設が

６カ所で、家庭的保育施設が１カ所という形…… 

〔「27だと思うんです。27で割って幾らに

なる、人数によっても」と言う人あり〕 

○高久保育課長 26ですね。 

〔「27だよな」と言う人あり〕 

○高久保育課長 すみません。私、13と言ったから

間違った。ごめんなさい。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 すみません、申しわけありません。

民間保育施設12カ所です。なので26カ所でござい

ます。 

〔「26カ所ね。もう一遍。」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 最後になります。 

  こういった大きな金額が今の時期に補正になる

というのは、今年度は特にこういう現象があった

という解釈でよろしいでしょうか。毎年こういう

現象になるかという。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 ことしに限ったということではなく

て、今後も毎年引き続きこの時期に補正をする見

込みがあるものだと認識しております。というの

は、公定価格というものは毎年変わります。その

変わる要因としては、全体的な単価の見直し等も

あるんですけれども、それとあと、国のほうで人

勧と言って、国の官僚の給与の、すみません、そ

れによって、それを反映させて、年度途中でまた

公定価格の改定というのが発生して、28年度も実

際それがありまして、人勧による改定というのが。

それで、年度途中でまた１回、この公定価格表は

変わるんですね。なので、それの新しい価格表が

出て、実はつい最近出たばかりなんですけれども、

なので、またそれで計算し直すと若干足らないと

いうことが出てくるので、12月補正、それから３

月補正というところで、その公定価格に合わせて、

入っているお子さんの数によって単価は掛けて変

わっていきますので、途中入園のお子さんも、年

度末に向けてどんどんふえていきますので。そう

いった要因がありますので、不足についてはこう

いった形で補正を見ていただくというのは、毎年

考えられることであると認識しております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 最後だったんだけれども、出てきたの

で。 

  そういった今の時期まで結構、12月ですから、

４月から12月の間。そういう現象が今、これまで

に続いた中で、事業所から何とかしてとか、もっ

と早目にとか、国が決定することだから、市では

どうしようもないことだとは思うんですが、その

間の支援というものの要望とかお願いというもの

は今まで出てきていなかったですか。 

○伊藤委員長 係長。 

○瀧保育係長 特に事業所からというのはないです。

基本的に国で定めた公定価格というのは、事業所

も、それぞれ自分の事業所がどの単価表で、この

単価表を使って計算されるというのがわかってい

ますので、それぞれ園の定員というのは決まって

いますので、うちは90人、60人というそれぞれの

園で、大体、ゼロ歳児、１歳児何人というのをそ

れぞれの園がわかっていますので、それで、あら

かじめ自分のところの園はこれぐらい、公定価格

で給付費がくるというのを園のほうはわかった上

で経営ができますので、その中で大きくマイナス

になってしまうとか、そういったところは発生し

ていないので。 

○磯飛委員 わかりました。 
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○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ６ページの放課後児童対策事業のとこ

ろなんですが、国がおりてきた補助金を放課後児

童クラブの運営費のほうへ処遇改善用としてとい

う説明がありましたが、これはもう既に処遇改善

はなされているものに対してお支払いするものな

んですか、今後のものなんですか、どのようにチ

ェックをされているんですか、実際処遇改善され

たかどうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 処遇改善につきましては、各クラ

ブさんにですね、やる予定ありますかとかという

照会文を渡しております。実際に今回補正で上げ

させていただいた分につきましては、もう実施を

しているところでございます。あとは、実施をす

るということで、まだ仕上がってはないけれども、

決まっているというようなところですので、これ

から考えるとかというものではなく、もう既に実

施をしているというふうになります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 どのように改善されたかというのはど

のようにチェックされているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 国の補助の考え方がですね、平成

25年度の人員なり手当なりに対して改善をしてい

るという、その条件があるんですけれども、そう

いったところをクリアしているかどうかの審査を

させていただいていまして、それをきちんと見た

上での算定というふうになってございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、壁で仕切ったりとかそういう説

明もあったと思うんですけれども、それはそれぞ

れの学童クラブがそういう補助金があることを前

提に、そういう壁をつくったりされたということ

なんでしょうか。それとも、これが決まってから

皆さんなされるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 壁をつくるというのは、工法の一

つなんですけれども、適正な放課後児童クラブの

運営ということで、支援の単位というような考え

方がございまして、おおむね40人を限度としてと

いうことになりますと、それを分けるための壁と

かパーテーションであったりとかということにな

っていきます。処遇改善というものとはまた別に、

そういった考えはあるわけでして、その支援の単

位ごとに基本的な人件費に充てる部分であったり、

運営に充てる部分であったりのその算定が単位ご

とにあるものと、それから一緒になっているもの

との何ていうんでしょう、補助金だったり、委託

料だったりのその算定の仕方がございますが、処

遇改善についての、壁をつくるというのは全く別

物というふうに考えていただいて結構だと思いま

す。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 追加で。 

  きのうの議案の質疑でも、クラス分けというお

話をさせていただいたかと思うんですが、イメー

ジとしては、一つの広い児童クラブの建物の中を、

余りにも人数が、40人が適正な規模であるという

のもありますので、パーテーションとか壁で区切

ったり、エリアを１階、２階にしたりとして、い

わゆるクラス分けというのをしていただいていま

す。そうしますと、支援ごとに必要な支援員の数

が決まりますので、クラブとしては一つのクラブ

であっても、１組、２組みたいなイメージで、そ

うするとそこに支援員が２人以上必要になるとか、

基本的な経費がまた一つ一つにかかりますので、
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今回補正させていただいたものの委託料、補助金

の中には、そういうものも込み込みで年度通算で

考えたときに、不足する分として計上させていた

だいております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 何でお伺いしたかといいますと、結局、

現在児童クラブの方たちがぎりぎりいっぱいのと

ころで皆さん経営なさっているということがこの

前いろいろお話を聞く機会があったんですけれど

も、結局こういう補助金がおりてこないと、例え

ばクラス分けだったりとか処遇改善に踏み切れな

いものなのか。もし国や県からの補助金がおりて

こなかったら、やっぱりそれは事業者負担になっ

てしまうものだと思いますので。その後先という

んですか、結局事業者が子どもたちのためにやれ

ばやるほどしんどい思いをされますので、これは

やっぱりどうしても補助金ありきの改善になって

しまうんでしょうか、クラブさんでは。 

○伊藤委員長 部長。 

○藤田子ども未来部長 人数が多いときにはクラス

の単位を分けたほうがいいですよというお話はし

ますし、そうしたときに、当然一つの単位ごとに

これだけの補助金が出ますというお話はさせてい

ただいておりますので、それで経営が逼迫すると

かということにはならない、逆に経営的にはそれ

だけ余裕を持って子どもたちを見ていただけるよ

うになるのかなとは思っております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 児童クラブさんが積極的に改善をすれ

ば、それに見合った補助金がついてくる制度にな

っていると捉えてよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○高久保育課長 そういうふうに考えます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、ここで休憩をとりたいと思います。

ここの部屋の時計で15分から始まりますので、休

憩をとります。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時 ６分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点がございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○伊藤委員長 保育課の皆さんから何かございます

か。 

  課長。 

○高久保育課長 （放課後児童クラブの委託につ

て） 

○伊藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  子ども未来部の今定例会における審査は終了と

なりますが、子ども未来部全体として何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○伊藤委員長 ただいまから教育部の審査を始めま

す。 

  初めに、伴内教育部長からご挨拶をいただきま

す。 

  部長。 

○伴内教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○伊藤委員長 ただいまから教育総務課の福祉教育

常任委員会審査を行います。 

  教育総務課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８４号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第84号 那須塩原市教育長の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第84号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  植木委員。 

○植木委員 確認なんですが、常勤の一般職から特

別職にかわったと、こういうふうなことはわかり

ました。 

  それで、今一般職の例に、勤務時間、休日、休

暇、これについては一般職の例によるというふう

なご説明なんで、参考に確認を１回しておきたい

んですが、一般職の例はどんなふうな状況になっ

ていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 １週間の勤務時間としまして、

第２条等で職員の勤務時間というものを定めてお

ります。職員の勤務時間は、４週間を超えない期

間につき１週間当たり38時間45分とするというよ

うな勤務時間の規定等がございます。また、休日、
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週休日及び勤務時間の割り振りといたしまして、

日曜日及び土曜日は週休日とするというような休

日に関する規定が定められております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 そうすると、１週38時間45分と。法律

的には別に問題ある時間ではないんですが、休日

も日曜と土曜日、それと祭日は休みにはならない

んですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 祭日については、勤務を要す

る日というふうな扱いになります。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 勤務を要する日というのはどんなふう

な条件になるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら一般職の場合ですと、

勤務を要する日というのは、いわゆる給与に反映

しているといいますか、祭日については勤務を要

する日になりますので、こちらを給与の中に、こ

ちら勤務時間、給与の中に反映されるという時間

になります。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 そうすると、祭日はお休みではないと、

出勤日の中に入っているんだと。お給料の算定の

中にも入っている日なんだと、そういうことです

ね。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 祭日につきましては、この市

の条例で決めているんじゃなく、国民の祝日とい

うところになりますので、実際は出勤はしません

けれども、こちら勤務を要しない日ではないとい

うことになります。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○植木委員 わかりました。確認して了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第84号 那須塩原市教育長の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例の制定についてを原案の

とおり可決すべきものとすることにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第84号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第85号 那須塩原市教育

長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第85号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ちょっと言葉の意味がわからないので、
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教えていただきたいのですが、第２条の⑵厚生に

関する計画の実施というのは、具体的にどのよう

なことなのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらですと健康診断、人間

ドックとか脳ドック、そういうものが該当すると

思います。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  植木委員。 

○植木委員 特例に関する条例で新たに制定される

わけなんで、確認だけさせておいてください。 

  第２条に特例、専念義務免除ということで、特

例規定があるわけですが、３点ほどあって、今、

真ん中の２点はわかったんですが、それでこの１

点と３点をお伺いすることと、その前に、このあ

らかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専

念する義務を免除されることができると、こうい

うふうな規定になっているんですが、このあらか

じめ教育委員会の承認、どんなふうな形になるん

でしょうか、方法とか申請とか会議とか、そんな

ことがあるのかどうなのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 あらかじめ教育委員会の承認

を得てということでございますけれども、こちら

この条例に関しまして、教育委員会のほうに当た

ってございます。その中で、教育委員会のほうで

決定をしていただいたというものでございます。

その中で承認されているというふうに考えており

ます。 

  また、第３号に掲げております前２号に規定す

るほか、教育委員会が定める場合ということで、

そのほかの部分についても、教育委員会の規則の

中で幾つか項目を定めさせていただきたいという

ふうに思っております。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 大体わかりました。 

  そうすると、教育委員会の中で、この条例を出

すのには、既に教育委員会を招集して話をして、

こういった内容のものを決定しているということ

ですね。それはいつごろやられたんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 教育委員会のほうには、今回

のこの条例を定めてよろしいかと、議会に上程し

てよろしいかというものを10月ないし11月ごろに

委員会のほうには諮っております。その条例の決

定というものは、この議会の決定を受けた後で、

その後で教育委員会のほうに、こちらのほうはこ

ういう条例が定められたということで再度教育委

員会のほうに諮っていくという予定でございます。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 そうですよね。まだ中身は決定してい

ないから、１、２、３項目について、実際何をど

うするということはやったことはないですよね。

決まってから、今後、例えば免除する場合には、

会議を開いたり、あるいはどういう状況のことで

職専免になるのかというふうなことを確認した上

で出ていただく、そういうところになるわけです

ね。それについては、そういった要件が教育長の

ほうから打診があった場合に、教育委員会のほう

で、例えば何の研修で、その職務を離れていいか

どうかということで決めて、決定してから承認を

いただいて、その部分については公務をしないと、

そういうことですよね。それでいいんですね。も

う一度確認お願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 委員さんがおっしゃるとおり

でございます。この後に教育委員会のほうで再度、

条例が可決した後に、教育委員会のほうでもう一

度内容を精査しまして、こういう場合、規則も定
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めますので、そういう中で、こういう場合には教

育長が職専免をしてよろしいか、そういうものを

改めて確認をさせていただくということでござい

ます。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 そうすると、研修と厚生に関する計画

の実施に参加する場合と、これについてはわかる

んですが、３番目、この前２号に規定する場合を

除くほか、教育委員会が定める場合、こんなふう

にあるんですが、現時点でこの条例を出す際に、

こういうことはということで特定されているよう

な定めるべき内容というのはありますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そのほかの部分でございます

けれども、例えば国、または県、市、そのほかの

地方公共団体の特別職としての職を兼ねる場合と

いうようなことも考えております。これでいいま

すと、例えばスポーツ審議会、県とかそういうも

ののスポーツ審議会の委員、あとは、国、地方公

共団体からの委嘱を受けて講演とか講義を行う場

合などを想定しております。これについては、例

えば宇都宮大学のほうで教育長が行って講演する

ということも昨年もやっております。そのような

ものを想定しているところでございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第85号 那須塩原市教育長の職務に専念す

る義務の特例に関する条例の制定についてを原案

のとおり可決すべきものとすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第85号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 たくさんあるんですけれども、どこか

ら、今のところから始めますが、スクールバスの

件ですけれども、これ限度額が学校、路線によっ

て大きく違っていますけれども、これは単に生徒

数によるものなのか、使うバスとかタクシーとか、

その車種によるものなのか、ちょっとこの理由を

教えてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの差でございますけれ

ども、使う生徒数に応じて、マイクロバスにする

とか、中型バスにするとか、そういうふうなバス
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の大きさというものによってまず金額が変わって

くるというところと、あとは運行する距離でござ

います。その距離によっても変わってきますので、

ちょっと一概に幾らという、それで計算して限度

額を設定させていただいたところです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、３年間で例えば中型バスと決

めてしまった場合、生徒数がその中で大きく変わ

ることはないという想定のものですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 生徒数につきましては想定し

ています。それが極端に、40人、30人とふえれば、

そのときにはまた変更というものもしなければな

らないかと思うんですが、今後３年間の見込みの

中で対応できるバスというふうに考えております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは、国の補助が２分の１というこ

とでしたので、２分の１は市で単独でずっと負担

していかなくてはならないものだと思いますので、

例えばほかの公共交通との兼ね合いとかで、でき

るだけ安く済むように考えたほうがいいのかなと

思うんですけれども、これはもうこの教育だけで

考えて、国から予算をとってくるものなので、こ

こで独自で考えている計画ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらスクールバスにつきま

しては朝の迎えが１便でございます。あと帰りの

便が２便ないし３便というような対応をしている

ところです。また、昼間につきましても、社会科

見学としまして、小学生が例えば消防とか警察と

か、あとは工場の見学とか、そういうふうなもの

で日中もそういうものに使わせていただく、そう

いうふうな契約を結んでいきたいというふうに思

っているところです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、例えばジャンボタクシーとおっ

しゃっていたものは、契約をした場合、そのジャ

ンボタクシーは押さえられるということですか、

それとも走っていない時間は、民間の会社が自由

に使うということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 東原のジャンボタクシーにつ

きましては、ちょっと社会科見学には使わないと

いうことになりますんで、その送り迎えの時間が

ありますので、その時間だけ来ていただいて、日

中はその業者さんが別の仕事に使うことは、それ

は可能、可能というか、そういうふうな使い方に

なると思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 わかりました。 

  もしこのことでほかの方がなければ別の。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 スクールバスの質問をさせていただき

ます。 

  予算書のほうで先ほど何校かのスクールバスの

説明がありました。その中で塩原小中学校スクー

ルバス運行委託についてなんですが、これは車両

は市が保有するという中で３路線。 

〔「２路線」と言う人あり〕 

○磯飛委員 失礼しました、２路線で、これは人件

費だけですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 人件費のほかにガソリン代と

か、あとはオイル代とか、そういうのが、いわゆ

るバスの保守点検、保守代金、そういうものを含

めてお願いしたいというふうに思っております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃ、細かい話ですが、ドライバーさ

んの人件費は月当たり幾らで見積もっているでし

ょうか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 バス２台で、これが３年合計

でございます。バス２台の３年合計で1,218万円

なので、年間にしますと１台大体200万円ぐらい

になるかと思います。 

〔「年間ね。」と言う人あり〕 

○冨山教育総務課長 年間200万円です。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。 

  もう一つ、今度は、どこのあれでもいいんです

が、執行計画書の１ページで、先ほどの説明で、

国からの補助と、補助率２分の１で、かつ５年間

という説明がありました。５年後はどのようにな

るんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 ５年後につきましては補助が

なくなります。それに伴ってスクールバスをなく

すというわけには、やっぱりまいらないんで、市

負担ということになってこようかと思います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 何か市じゃなくて、国のほうに納得で

きない部分があるんですけれども、どうしようも

ないのでいいです。 

○相馬委員 じゃ、同じことでいいですか。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと単純なことをお聞きします。

歳入のほうの、へき地児童生徒の援助費というこ

とで、統廃合によって学校が遠くなったというこ

とで、これスクールバスに充当するという説明が

ありました。このへき地児童という、その定義は

どの辺なんでしょうか。それと同時に、スクール

バスは距離というか、いわゆる僻地のあれですね、

その辺の説明をお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら僻地といいますか、遠

距離の児童生徒に対して補助が出るものでござい

まして、こちらの距離としては４キロ以上と見て

いきます。もう少し具体的に申しますと、今回こ

の統廃合で相当しているものでございます。その

中で、もしそのバスを使っている方で４キロに満

たない人がいた場合には、国の補助として、たっ

たの100人のうち１人が４キロに満たない人が使

っていましたということになると、かかった経費

の99％が事業費として計上され、そのうちの半分

が来るというようなことになります。 

  ですから、ほとんどの方が該当してはおります

けれども、中にはちょっと一、二名該当から外れ

ている人がいるんで、そうすると、その分の割合

を引いた額ということになります。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今ちょっと藤村さんも言いました、厳

密なんでしょうか、その辺を。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そうですね、こちらにつきま

しては、４キロ以上と４キロに満たない方という

ことで、きちっと申請書を分けてございます。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 例えば皆さん朝集団で登校しますよね。

そのグループの中で、万が一そういうことはあり

得ますよね、４キロ以上、以内、家庭がある。そ

ういったときはどのように対処するんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 スクールバスの利用につきま

しては、利用しておりません。その統廃合に関し

てやったところにつきましては、市のほうのスク

ールバスに乗ることは、統廃合をやったところは

全部乗っております、距離は関係なく。先ほどの

私が申しました１人いればという、それは補助金

の計算の中でそういう率を掛けて補助金を申請し

ているというものでございます。 
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○伊藤委員長 よろしいですか。 

○相馬委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○平山副委員長 先ほど９ページの小学校、中学校

の整備事業の中でトイレの改修で、小学校、中学

校においてトイレの改修なんですけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 今の質疑なんですが、ちょっと後に

してもらってよろしいですか。 

  それでは、質疑の途中ではございますが、ここ

で昼食のため休憩をとりたいと思います。午後１

時から再開します。よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 零時５７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続きまして会議を開き

ます。 

  先ほど質疑の途中でしたので、先ほどからの質

疑から、また開催したいと思います。 

  藤村委員。 

○藤村委員 いいんですか、戻していただいてよろ

しいんですか。すみません、申しわけありません。 

  私も終わったつもりだったんですけれども、も

う一つだけ思い出したんで、スクールバスのこと

でちょっととんちんかんなことかもわからないん

ですが、スクールバスは補助金が出るということ

で、今ちょっと調べてみたんですけれども、義務

教育の学校、子ども、保護者についての補助金と

いうことなんですけれども、せっかくスクールバ

スが走っているのに、高校生の子が乗るというの

はできないことなのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらスクールバスにつきま

しては、運行規程がございます。その中では、小

中学校ということの決めがございますので、高校

生については対象とはしていないところでござい

ます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 可能性として、補助金はもちろん出な

いでしょうけれども、全くその縦割りというのは、

未来永劫絶対外されないものなのかだけお聞きし

たいです。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 その未来永劫外されないのか、

それが例えば県立高校と合同でとか、そんなもの

があれば、その可能性というのはちょっとわかり

ませんけれども、市としてはあくまでも今のとこ

ろ小中学校のための運行規程ということでござい

ますし、また行き先としても学校までと、小学校

までと、中学校までというようなところでござい

ますので、今のところそういう高校までという可

能性は、可能性といいますか、そういうものにつ

いては考えていないところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 しつこくて申しわけないんですけれど

も、たまたまその予約ワゴンバスが高校生の利用

が多いということでしたので、できるだけ市とし

て将来的にお金の使いどころを、縦割りではなく

て上手に整理していかなくては大変じゃないのか

なと思って、その可能性がないのか今後ご検討を

お願いしたいと思って、また別の質問に移っても

よろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 はい。 

○藤村委員 では、テーマを変えてエアコンのこと

なんですが、９ページの執行計画書のエアコンに

ついてなんですが、これ金額について昨日いろい

ろご説明いただきましたが、これは、まずこの金
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額を算出した根拠ですね、どこか会社から見積も

りをとったものがもとになっているのでしょうか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 エアコンの事業費につき

ましては、今回、既に黒磯小学校と東小学校の設

計業務が完了しております。その中で１台当たり

幾らということで250万円ということで算出がな

されましたので、それをもとに他の学校につきま

しても棟数を掛けて費用を算出しております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その実際に設計が終わったところのも

のを参照されたということなんですが、かなり大

規模なものになりますので、例えば何社から見積

もりをとった結果、この250万になったのか、こ

れからまだどんどん次に工事がふえていくと思う

んですけれども、それを含めた上での価格が250

万円だったのか、そこのところをお伺いしたいん

です。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 先ほど室長から申し上げまし

たとおり、黒磯小学校、東小学校につきましては

エアコン設計をしてございます。その中の実際に

設計をした中で、その中から単価をはじき出した

ものでございますので、その設計のほうから出し

たというところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 普通常識的に考えますと、１つか２つ

買うときの値段と10個、20個買うときの値段とい

うのは、おのずと単価が変わってくると思うんで

す。これだけ大規模な計画が前提となっているの

に、例えば黒磯小で黒磯小の中の設計をした中で

はじき出されたものが、例えばほかの学校へその

まま持ってくることというのは、私はちょっと納

得できないんですけれども、学校によってもちろ

ん多少は設計も変わってくるでしょうし、大規模

になればおのずと１つの単価は下がってくるし、

そういう企業努力を企業側もどこでも普通のお商

売ではやっていることですから、これがイコール

になるというのがもう一つ納得できないんです。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 すみません、そうですね、ど

この学校を基準とするかというものは確かにある

かと思います。大きな学校で設置した、エアコン

設置数が多ければ単価が落ちるかもしれない。ま

た、小さい学校では設置数の数が小さければ、そ

この学校のところでは高くなったりというような

ものもございます。 

  今回この黒磯小そして東小を参考としてうちの

ほうでは算出しておりますけれども、また、この

学校によっていわゆるキュービクルという変電設

備とか、そういうものまで直していくか、そうい

うものによってもまた金額が違ってしまうところ

ではございますけれども、今回はこの設計の終了

した黒磯小、そこと東小、ここの２校、いわゆる

中間的なところかと思います、平均的なところか

と思うんですが、こちらの学校を参考として出さ

せてもらっています。 

  ただ、数が多いところ、そういうところによっ

てはまた確かにキュービクルの変更とか、そうい

うふうなもので若干のものが出るかとは思うんで

すが、そこの２校を参考に今回の経費は全体的に

見させていただいたというところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 その工事は、学校ごとに請負契約をす

るんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら学校につきましては、

何校かまとめた中で入札という形でやっていきた

いというふうには思っております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 
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○藤村委員 ということは、そのまとめた例えば３

校であったり５校であったりまとめた工事の中で、

全体的に数が10か100か200かわかりませんけれど

も、そのまとまったロットに対しての仕入れ単価

というものを買う側としても考えてくださいと言

えると思うんですけれども、例えばその５つか10

かわかりませんが、最小単位で契約するのがＡ社、

Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、４つも５つもばらばらになる

ということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 今回の費用につきまして

は、あくまでも予算確保のための費用算出という

ことになっております。今の藤村委員のご質問の

内容ですと、発注ロットの大小で単価も変わるの

ではないかということでございますけれども、あ

くまでも設計段階では発注ロットにつきましては、

余りその極端な単位が違うということでなければ、

同じ単価での算出になっております。発注ロット

の違いで費用のほうが下がるというところにつき

ましては、実際の入札の中で業者のほうの企業努

力の中で契約金額が違ってくるのかなということ

で考えております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 これは予算を確保するための概算とい

うことなんでしょうけれども、たまたまきのうの

説明で冷暖房というふうなご説明がございました。

どうして暖房も併用しなくてはならないのか、今、

暖房が今まで問題なく使えていたのに、冷房のみ

の型で考慮することはできないのかお伺いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 前にうちのほうでも冷房専用

機とかそういうものと金額といいますか、そちら

のほうは以前に比較したところでございます。そ

の中で、たしか冷房専用機を置くと10万ぐらいの

差、冷房のほうが10万ぐらい安いというものがご

ざいました。今回つけるものとちょっと型は違う

んですが、エアコンで60万、それが冷房専用機だ

と50万ぐらいというものがございました。その中

で、うちのほうとしても冷房専用がいいのか、エ

アコンがいいのかというのはちょっと検討させて

いただきましたけれども、冬場ですね、冬場にも

エアコンであればちょっと使うことができる。ま

た、この間みたいに11月に突然寒くなったときと

か、そういうものにも対応できますし、現在、ス

トーブとかに対応している学校さんもございます。

そういうふうなものも考えて、全体的にエアコン

というのを、暖房にも使えているようなエアコン

のほうを選んだというようなところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 季節外れで寒いこと暑いことというの

はあると思います。でも、今回そのエアコンを導

入することになった一番最初の当初の目的は、そ

ういうオールシーズン、いつでも快適に過ごせる

ためにということが目的だったのではないと思う

んです。やっぱり気温が上がってきていて、子ど

もたちが本当に熱射病になったり、そういうふう

なことにならないようにという配慮からスタート

したものなのかなと思うんですけれども、これは

どうしても冷房のみでは、この10万円、１台につ

き違うということは、全体で見ると幾ら削減でき

るんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 今回エアコンを全校で400台

ぐらいを見込んでおりますので、10万でいきます

と4,000万になるかと思います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ちょっとこの冷房のことは、皆さんの

ご意見を伺いたいと思いますが、あと今後、学校

は子どもが減っていく、統廃合の予定もあると思

うんですけれども、そういうのはどの程度考慮さ
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れたのでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 今回のエアコン設置につきま

しては、いわゆる普通教室に設置するということ

での対応でございます。今回、エアコンの設置の

理由としましても、ちょっと話がずれるかと思い

ますけれども、国のほうで３年に一度、こういう

小中学校のいわゆる空調設備の状況調査というも

のをやっております。３年に一度ですので、直近

でいいますと平成26年度にそういう調査をしてお

りまして、全国の平均がいわゆる32％になってお

ります。その中で栃木県のほうは42.3％のもので

ございます。うち那須塩原市でいいますと2.5％、

現在2.5％という程度でございますので、そうい

う中も考慮して、いわゆる子どもたちのそういう

教育環境、そういうものをしっかりと快適な環境

をつくっていきたいということで、今回エアコン

整備に踏み切らせてもらったものです。 

  また、そのエアコンと連動せんよというもので

ございますけれども、エアコンというのは確かに

夏場だけのものでございます。そういうところで、

ちょっと有効活用というようなところで、冬場に

も冬場、またその間で寒くなったときとか、そう

いった部分でも対応できますので、そういう中で

暖房も兼ねたエアコンというもので選定させてい

ただいたところです。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 冷房専用と暖房というこ

とにつきまして、補足で説明させていただければ

と思います。 

  現在、冷房専用の機種につきましては、製造メ

ーカーも１社のみということで限られております。

そんな中で冷房専用の機種につきましては、もう

製造中止される方向で、今、業界のほうでは検討

されているということで、能力的にも、すみませ

ん、省エネ関係の能力につきましても、メーカー

のほうの新機種ということでの努力がなされてい

ない現状で、冷暖の機種よりも省エネ性能として

はかなり劣っているというところがございます。

そんなところからも、今回、冷房専用ではなく冷

暖の機種を選定したという経緯がございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 では、１社しかない。省エネの企業努

力もされていない。メーカーとしても製造打ち切

りの方向にあるということであれば、部品が将来

的になくなる可能性もありますし、冷暖房を考え

たということはある程度理解できますが、１つの

エアコンの単価を例えば、今、エアコンというの

は物すごくいろいろな機能がついていると思うん

ですけれども、業務用でしたか、考えられている、

家庭用ですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 今回設置を予定しており

ますのは、家庭用エアコンではなくて業務用エア

コンに該当します。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、じゃ、きのうも出ておりました

が、電気代とか動力というのは、今後考えられて

いくというご説明だったんですけれども、例えば

先ほど全国平均で何％ともう既に入れられている

ところのお話がありましたが、かなり気候も差が

あると思うんですね、土地によって暑いところと

涼しいところと。那須塩原市と同程度の平均年間

の気温のところでつけているところでの経費です

ね、必要経費などのデータは集められているので

しょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 那須塩原市と同程度の気温の

ある市町村、そこからエアコンでどのぐらいお金
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がかかるかというようなデータを集めているかと

いうところでございますけれども、大変申しわけ

ございません、そういうふうなデータは集めては

ございませんけれども、うちのほうで算出したの

は、そういうような冷房期間として30日ぐらい使

った場合というようなもので算出はしております。

先日、議会の中で答弁しましたように、大体１校

当たり80万から90万ぐらいふえるというふうに見

ております。ですから、30校ということになりま

すと2,500万から700万ぐらいの金額が増加するか

なという見込みでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この30日の根拠は、大体いつからいつ

までの利用を考えられたんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 ７月が15日と８月が５日、そ

して９月が10日というような見込みで立てたもの

でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あと、じゃ、暖房はどのように。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 暖房につきましては、12月か

ら３月までの間で65日というような見込みで立て

ております。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、今回の工事請負費としてこの金

額に出ているものは、天井埋め込み式なのかどう

いう形のものなのかわからないんですけれども、

エアコン本体のものだけと考えてよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら工事費につきましては、

エアコンと、あとはその電源、電気設備等のもの

でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、動力も含まれるということ。 

〔「電気代」と言う人あり〕 

○藤村委員 動力。動力は、キュービクルというも

のですか。ちょっとそこがわからないんです。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 その動力代、キュービクルと

いいますか、その変圧器です。そういうものも含

んだ工事費でございます。 

○藤村委員 じゃ、最後もう一つ。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、その動力代も含めたのがさっき

言った１校当たり80万から90万、電気代だけじゃ

なくて。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 先ほど言った１校当たり80万

から90万というのは電気代でございます。電気代

として、先ほどこっちは工事費でございます。電

気代というのは、今回、補正には上げてございま

せんが、電気代としてそのぐらいが見込まれると

いうところでございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 じゃ、動力代はどのくらいで計算され

たか。月々かかってくるんじゃないか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 こちらの設備につきまし

ては、全て動力、それから一般のコンセントから

とるような電灯の電源等も含めて、全てキュービ

クルの中で賄っております。キュービクルという

のは、高圧で受けたところでキュービクル、高圧

でキュービクルで受けて、それを低圧に変換して

動力に持っていく、もしくはこういった照明器具

とかコンセントの低圧の電灯設備といいますか、

そういうものに持っていくということで分かれて

おりますので、電気代としましては、そのキュー

ビクルで受電といいますか、受ける電気の総量に

なりますので、動力とそれから一般のコンセント
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というもので電気代はすぐさま分ける、金額を算

出するということはできない状況でございます。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 すみません、たまたまうちの事務所は

業務用のエアコンを入れておりまして、動力を別

に入れていて、普通の電気代と動力の電気代と２

種類来ていて、動力がすごく高い、結構高いんで

すね。私、そのキュービクルというものがちょっ

とわかりませんでしたので、実際にはキュービク

ルというものがあるところというのは、那須塩原

市も使っているんですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 各学校、全てキュービク

ルで対応しておりまして、やはり電力、受電する

容量が設備が大きくなりますと、キュービクルで

の対応でないと東京電力のほうの許可がおりない

といいますか、受電させていただけないという状

況でございますので、全てキュービクルでの対応

ということになっております。 

  一般家庭ですと、動力分と一般のコンセント分

の電灯設備につきましては別々に引き込んで別契

約になっておりますけれども、キュービクルの場

合ですと１本での契約ということになっておりま

すので、分けられないという状況でございます。 

○藤村委員 わかりました。 

  じゃ、最後に１つなんですが、結局今回のこの

エアコンを導入することによって、これが７年で

更新というご説明だったんですけれども、また７

年後に全く一からこの金額が、ほぼこれに等しい

金額が７年後にまたかかるということでよろしい

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 耐用年数として７年というと

ころでございます。７年ごとに更新というわけで

はございませんので、耐用年数というものがあっ

ても、壊れるまでというのは当然使っていきます。

また、使っている頻度というものもあるかと思い

ます。そういう中で、使う頻度が少なければ消耗

は少ないということになれば、そういうような耐

用年数というか、使える年数は延びてくるものと

思っておりますので、その場合には、また修理が

必要があればそれは随時しますけれども、改めて

一気に更新するというものではございません。 

○藤村委員 じゃ、一旦とめます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 エアコンに関連して、なおかつ最後に

キュービクルの質問が多かったようなんで、キュ

ービクルだけで１つまず質問します。現在、全校

にキュービクルが配置されているということなん

ですが、今のキュービクルの容量で、今回エアコ

ン設置しても使えるという解釈でよろしいですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 今回エアコンを入れるこ

とによりまして、既存のキュービクルの設備では

足りないという学校がほとんどでございまして

…… 

〔「ほとんど」と言う人あり〕 

○鈴木学校整備推進室長 はい。新たに建てかえに

伴ってキュービクルを新設したところにつきまし

ては、既存の設備で間に合う学校も一部ございま

すが、ほとんどの学校でキュービクルの増設もし

くは更新といいますか、そういった工事が必要に

なりますので、その部分につきましては、今回限

りの費用はかかるというところでございまして、

その後のエアコンの入れかえに伴って、キュービ

クルもさらに更新しなければいけないという状況

にはならないところでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうしますと、今回の補正に計上した

予算の中にはキュービクルの更新という予算も含
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まれているという解釈でよろしいでしょうか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 じゃ、キュービクルから外れて、まず、

このエアコンの導入に対しての何回か説明があっ

たと思うんですが、確認の意味でお伺いしますが、

国からの補助というものの補助率というんですか、

これをまずお聞かせください。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 今回予定しております国

の補助につきましては、事業費の３分の１という

ことではないんですが、補助の基礎額の３分の１

補助が出るということでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その基礎額には、また戻っちゃうんで

すが、キュービクルなどの更新とか取りかえの費

用なんかも含まれるということなんでしょうか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 こちらは、基礎額につき

ましては、厳密にキュービクルの分も含む、含ま

ないという表現はないところではございますけれ

ども、費用から国の補助の基礎額を今回の事業費

と比較しますと、キュービクルの分については多

分入っていないんではないかなということで考え

ております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 キュービクルというのは、大きさに容

量にもよるんでしょうけれども、大体どのぐらい

かかるものの機械、機械というのはどのぐらいか

かるんですか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 やはり容量にもよります

けれども、1,000万から2,000万程度のキュービク

ルの費用はかかると。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、もう一回確認で聞きます

が、これ全校ほとんどがキュービクル入れかえと

いうことで、なおかつ補助にも入っていないとい

う中で全校やった場合、どのぐらい総額でかかる

んですか、キュービクルだけで。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら変電設備ですけれども、

大体１校当たり、こちら黒磯小学校でいえば

2,000万かかってございます。それから、もしこ

れを基準額とすると、これに、あとはキュービク

ルの整備が終わっているところというか、校舎、

耐震改修等でやったところもございますので、で

すから一概に言えませんけれども、2,000万で30

校といいますと６億というような金額になってお

ります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 内容等はわかりました。 

  そうすると、先ほど入札方式という、藤村委員

の質問の中で説明がありました。これ入札に関し

てなんですけれども、その際は、機械は冷暖房機、

機器あるいは工事、これ一体となった入札という

説明があったと思うんですけれども、それはそう

いう方式で入札されるということでよろしいんで

すか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 130万円以上の工事につ

きましては、分離発注ということを基本としてい

るということで、契約検査課のほうからもありま

すように、今回の事業につきましては、エアコン

本体に絡む部分の機械設備工事として発注する部

分と、それからキュービクル関連、それとエアコ

ンまでの電源関係ですね、配線関係の部分の電気

設備工事につきましては、分離して発注するとい
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う状況になるところでございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 その際、当然大きく業種を分類すると、

市で発注している事業の中で建設あるいは電設あ

るいは水道関係をやる設備なんかが各組合を持っ

ているんで、大きな組織の業種の分類になると思

うんですが、今回はどのような分類に、入札だか

らどこも参加できるという解釈でよろしいんです

か。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 今回の発注につきまして

は、まだ契約検査課のほうと具体的に打ち合わせ

していないところではございますけれども、通常

の場合で申し上げますと、例えばエアコンの設置

につきましては、市内の機械設備工事として登録

しております業者での対応が可能な範囲かと思い

ますので、通常の条件つき一般競争入札での執行

になるかと思われます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そうすると、キュービクルなんかの工

事になっちゃうと、当然電気なんで、電設関係の

業者さん以外でもこれに参加できる仕組みなんで

すか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 通常の工事でということ

にはなってしまうんですけれども、今回の工事に

つきましても、通常と同じように発注されるんで

はないかという中で、契約検査課としまして多分

考えているのが、通常の建設業の許可の工種で言

われる電気工事と、それから機械設備といいます

か、管工事業になりますけれども、機械設備の部

分の工事業の許可を持った業者への発注というこ

とになるかと思いますので、その中で条件つき一

般競争入札ということの執行になるかと思われま

す。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 先ほど何かこっちのほうでぼそぼそ、

キュービクルなんか東電に無償というか、お願い

したらつけてもらえないのかなというような声を

耳にしたんですが、ちょっと参考のためにお話し

しますが、ある事業では新しくそういう物件を建

築する。中に入っているものは、それの供給する、

例えばプロパンガスを供給するとなると、中の機

器、コンロ、お風呂あるいは冷暖房機、これは業

者、プロパン業者が全部その機器を無償でつけて

くれるんですね。これは、あくまでも民間サイド

のレベルなんですけれども、そして、それは後、

供給するプロパンならプロパンでその機器の費用

を回収していくというような方式が、今、大体ほ

とんど主流になっているんでね。 

  今回の場合は公共事業なんで、そういった要求

はできないとは思うんですが、電気事業も公共事

業なんで、そういったことをお願いするというよ

うな検討というのはされていますか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 委員のおっしゃるように、

一般民間の設備で申し上げますと、やはりおっし

ゃるように、自分のところの、自分のガス等を使

っていただきたいということから、サービスの一

環としてそういうことがあるということは聞いて

おりますけれども、今回の市の執行につきまして

は、そういったところは検討していないところで

ございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 何分にもキュービクルだけでも６億な

んていう多額の費用がかかるんで、検討はしてい

ないということなんですが、その辺の東電との話

というか、そこらの状況なんか聞くのも一つの方

法かなということで、ここの場では提案しておき

ます。 
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  あと、大変細かいことまでお尋ねしております

が、これ今回は補正をかけて29年度事業というこ

となんですが、この事業、工事期間なんですが、

当然実施するに当たっては来年度の使用時期まで

に施工が終了するという考えの、これ予算が通っ

てからの話なんですけれども、そういう期間です

ね、工事の期間はどのように考えていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 工事の期間でございますけれ

ども、こちら設計が済んでおります４校につきま

しては、夏休み前からの使用を目指して工事のほ

うをやっていきたい、そのようなスケジュールを

組んでいきたいというふうに思っております。 

  こちら、まだ設計の終わっていない４校につき

ましては、新年度に入ってから設計が始まり、そ

の後に工事ということなものですから、できれば

夏休み工事、そして夏休み明けから使用できるよ

うなスケジュールの中で対応させていただきたい

なというふうには思っているところです。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 それじゃ意味がないんで、多額の費用

を組んで８月になっちゃうと夏休みなんで、先ほ

どの30日間の説明の中に、８月以降だと10日間し

かないわけですね。７月は15日ということで多い

ので、できないことはないと思いますので、頑張

ってぜひともこれからのあれを含めて、進められ

ないですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら設計が終わっている４

校と、まだ設計をしていない４校がございますの

で、そちら、なるべく早目に設計のほうを、こち

らに出している部分、また確かに前倒し事業とし

てやっているものでございますので、できるだけ

来年の早いうちに使えるような形の中で調整しな

がら努力させていただきたいと思います。すみま

せん。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。ぜひとも、せっかく多

額の費用を、もし通れば投入しますので、先ほど

お話ししたようなことで努力をしていただければ

と思います。 

  それと、つまらない質問なんですけれども、多

分３年ぐらい前かな、全校に各教室に扇風機を多

額の費用を投入して配備したんですが、あれはど

うなるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 もちろん扇風機も使わせてい

ただきます。また、こちらにエアコンのほうにも

いわゆる除湿機能があるというようなものでござ

いますので、そういうものをうまく活用しながら

併用しながら、電気代とかそういうものにも当然

響くものですので、活用しながらやっていきたい

と考えています。 

○磯飛委員 わかりました。エアコンについては以

上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 今説明を聞くと、きのうの質疑の中で

も部長は、11月の寒いときにエアコンの暖房を使

いたいという答弁があった中で、今、課長の話だ

と60日ぐらい使いたいという話をしているんで、

暖冷房両方使っちゃったらいいんじゃないですか、

これ。であれば、費用対効果がかなり出るんで、

高価なエアコンを入れて、夏を30日使いました。

部長の話ですと、いや、寒い日にちょっと暖房入

れるんですよというんであれば、今の暖房器具も

各教室に冬は設置するわけでしょう。だったら、

エアコン１つで足りるんであれば、もうその機種

を使って、冷房だけ７年使って、今言ったように、

もう費用対効果の何ですか、壊れそうだなんてい
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うんであれば、30日ぐらい使って７年ぐらいで壊

れるような品物を買っているわけじゃないんで、

冬は暖房を使うということであれば、両方使える

という利点があるわけですから、何も隠すことな

く、堂々と冬はエアコンの暖房を使えるというふ

うにして、もう両方お使いになられると。しかも、

今、暑いときには扇風機まで使うと言っている話

でしょう。そんな二重三重手当てまでしてやるん

ですから、しっかりとお金をかけるんであれば、

何も冬場も堂々と使わせてくださいというのも、

私、あってしかるべきだと思うんです。そういっ

た考えないですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そうですね、今、各学校さん

にはいろいろ暖房とかそういうものがございます。

そういうものとエアコンというものがありますけ

れども、例えばエアコンが壊れているというよう

な、また壊れてしまったといった場合には、それ

ぐらいエアコンでそちらのほうで対応はしていき

たいというふうには思っております。また、その

使い方といいますか、その辺については学校さん

とまだちょっと調整、調整といいますか、打ち合

わせさせてもらって、どういうふうなものが、ど

ちらのほうがいわゆる経費的にかからないのかと

いうものもございますので、エアコンは決して使

わないというものではないです。冬場にも使える

ものでございますので、その辺の既存にある暖房

施設、そういうものとも調整しながらといいます

か、使い方等については、今後、学校さん方と調

整させてもらいたいと思っております。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 やっぱりしっかりと理念を持って使え

るんだから、学校と打ち合わせするんじゃなくて、

やはりこの設備でお金をかけるんだから、やはり

そのぐらいの長期ビジョンの中で高額な費用を利

用、使ってやる場合には、そのメーンとなるもの

をしっかりと取りつけられるような、今回の金額

であると私は思っているんですよ、１基60万もす

るやつを使うわけですから、家庭用の十何万ぐら

いの設備じゃないんだから。しっかりと使って学

校のほうに、これを１基で、それで、それでも寒

いんであれば、今まで使っているものを補助とし

てお使いになれば、まさに子どもたちが寒さに苦

労しなくてもいいというわけですから、もう基本

のようなもの、私、これエアコンは施設じゃない

かと私は思うんですよ。ですから予備で、寒いと

きに予備に使うんではなくて、もうメーンで私は

使えるような設備というようなものを、室長、そ

のぐらいの設計、積算の中に入っているでしょう。

常時使ってもいいようなエアコンでしょう。 

〔「そうです」と言う人あり〕 

○中村委員 ですから、やはりメーンに、課長、考

えていただいて、もう十分に使えると思いますの

で、その中で安くうまく運用していただける、電

気代もかからないようにということをこれからや

っていただけるよというものを私は希望したいと

思います。 

○伊藤委員長 そのほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ごめんなさい、何か今、議長がおっし

ゃったことを聞いていて、私ちょっと１つ疑問が

浮かんだのでお伺いしたいんですけれども、学校

で省エネ教育というのはどのようになさっている

んでしょうか。その省エネ教育とこのエアコンの

使い方というのは組み合わさるものなんですか、

全くかけ離れたものなんですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 学校での省エネ教育ということで、

総合的な学習であるとか、社会の時間、もちろん

理科とか何かでも、そのエネルギーという部分で
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勉強はもちろんしていますので、ただ、このエア

コンについても、もちろんこういう使い方をする

と、効率がよくない、省エネに向かないとか、そ

ういったもちろん学習はやっておりますので、今

回入れるエアコンと、あくまでも物として見るエ

アコンと、その省エネの教育という部分で見るエ

アコンというのは、切り離して見ていただきたい

とは思うんですが、ただ、子どもたちはエアコン

はエアコンとして省エネの感覚でやっぱり見てい

る視点は間違いなくありますので、そういったと

ころは学校教育の中で実際に入った後、子どもた

ちもそれなりの視点でエアコンについては見てい

くようになると、こういうふうに思っています。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ごく普通の感覚で言うと、もし省エネ

の感覚でいけば、ちょっと寒い日はエアコンつけ

ましょうということで、ちょっと寒い日は１枚セ

ーターを着ましょう、暖かい格好をしましょうと

いうのがごく普通の発想だと思うんですけれども、

これは、ちょっと寒い日はエアコンをつけてもい

いですよという前提で話が進んでいるということ

でよろしいですか。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 もちろん寒ければ１枚羽織るとい

うのが原則だと思っていますし、学校でもそうい

った教育は間違いなくやっております。ですから、

ちょっと寒いからエアコン入れましょうというこ

とではなく、ある程度自分たちの教育を受けた中

でそれぞれ努力をする、それでも氷が張るとか、

極端に冷え込みが入ったとか、そういった場合に

はもちろん活用する。そういうことで環境をよく

していくというような、ある程度整理しながらそ

の辺は考えていきたいと思っています。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今いろいろ話を聞いているうちに思い

出したのが出てきちゃったんですけれども、エア

コン、これから工事が始まるエアコンについて、

設置についてなんですが、思い出したというのは、

防犯灯設置のときに何とか方式とか、市が一括し

て買って行政があとはリース、電気代を、リース

代を払っていくという方式をとったんですが、今

回のエアコン設置に関しては、そういう防犯灯の

ような設置の方式はとらないという解釈でよろし

いんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 今回のものについては、いわ

ゆる買い取りという形になりますので、リース方

式ではございません。また、リース方式等も一応

は検討はさせていただきましたけれども、リース

の場合ですと補助はつかないとか、そういうふう

な部分がありまして、ちょっと費用的にそちらが

高くなるところがあるもんですから、今回は買い

取り方式でやらせていただくというふうに思って

います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 わかりました。エアコンは終了します。 

  次、トイレ。トイレ、いいんだよね。 

〔「いいよ、いいんだよ」と言う人あり〕 

○磯飛委員 トイレなんですが、まず、補助が国に

申請して減額になった、なぜ減額になったか、そ

の理由をお聞かせいただけますか。 

〔「不採択」と言う人あり〕 

○磯飛委員 不採択か。じゃ、その理由を。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 ことし補助申請、28年、トイ

レの分したところでございますけれども、こちら

のほうが不採択ということになったところです。

昨年まで、東日本に関する補助事業というものが

あったんですが、それが平成28年度からなくなっ

たところから、全国的に採用された率が低いとい
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ったところでございます。栃木県でもかなりの多

くの市町は出したわけなんですけれども、補助採

択になったのはわずかなところでございました。

そのため、ちょっとうちのほうで不採択となって

しまいました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 28年度は不採択なのか、これ以降もず

っともう採用にはならないという事業になるんで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 この後も、今回も事業は終わ

ってしまったところの部分の補助はもらえません。

ただ、今度やるまた共英小学校とかについては、

また補助申請をしていく、そのたび、そのたびに

補助申請はしていって、できるだけ補助が採択さ

れるように努力はしていきたいと思っています。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 よろしくお願いします。 

  それと、もう工事は始まっているんですが、先

ほどのエアコン設置の中でも質問した、この業界

というんですか、今、トイレの工事をやっている

業者の分類分け、設備、電設とかいろいろあるん

ですが、どこ、どういう部類の方がおやりになっ

ていますか。 

○伊藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 トイレの洋式化工事につ

きましては、内容的には大きく分けて３つござい

ます。建築の改修の部分、内部改修の部分ですね、

それと電気の改修の部分、それから便器等の機械

設備の改修の部分でございます。それぞれ３分割

しまして、条件つき一般競争入札で発注というこ

とで執行中です。 

○磯飛委員 わかりました。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 ８ページ、この補正予算書の８ページ

の教育総務債のことをお伺いしたいんですけれど

も、よくわからないのでお伺いしたいんですが、

地方債の補正ということで、今回、８ページから

９ページにわたって横に長い表になっているんで

すけれども、それの見方なんですが、今現在

9,550万円であるものを、限度額を４億7,800万に

する補正ですね。これは何年で返済するものなん

でしょうか。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 今回の起債につきましては、あく

まで今回の補助採択を受けたことに伴いまして、

ある意味、ひもつきでついてくる起債が教育債と

いうことであえて充てがったわけでございます。

そういった中で償還期間につきましては、大変申

しわけありませんが、私、ここで細かいその裏資

料というのは持ってきていないんですが、財政課

のほうでより有利な起債を借りるということで、

この教育債を位置づけて裏負担にしていますので、

一般的にはその施設の耐用年数というものをベー

スに起債を起こすというのが通例でございますの

で、例えばエアコンであれば７年という耐用年数

があるとすれば、７年という中途半端な起債は余

り起こしませんので10年で返済するとか、また物

によっては20年になるとか、そういうのがありま

すが、大変申しわけありませんが、この返済期間

については、今、手持ちございません。申しわけ

ございません。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 結局７年で、もしかしたら７年もたな

いものも中にはあるかもしれませんし、10年もつ

ものもあるかもしれないんですが、結局このエア

コンのために起債をして、その返済をしていくと

いうのが、将来の負担としてかぶってくるのかな
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と思うんですね、将来的。子どもたちに快適な環

境を与えるために、また子どもたちに負担がちょ

っと残らないのか、私はよくこれを見ただけです

ぐに想像つかないんですけれども、ざっくりとで

いいんですけれども、子どもたちにとって、この

エアコン設置が将来的に市民にとって負担になら

ないのかどうか教えていただいてもいいでしょう

か。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 ９月議会でも将来負担比率とか、

そういったのが財政のほうから示されていたかと

思うんですが、本市についてはゼロというような

数値だったかと思います。そういった中で、将来

の子どもたちに負担が残らないのかということで

ございますが、こういった施設については、もち

ろん更新をしながら維持管理をしながら長寿命化

を図っていくということで、今回起債を起こした

ものが、将来的には何らかの形で返済をしていく

ことになるわけなんですが、起債自体は全てのも

のにある意味かかわってきています、道路整備か

ら何から。そういった中で、先ほど申しましたよ

うに、将来負担比率は今のところ那須塩原市はゼ

ロだということで、今の住んでいる人たちで全部

借金は返せますよということのあらわれなんです

ね。ですから、はっきり言って、ここで9,500万

円を仮に起債したということであっても、将来の

人たち、子どもから大人までに返済の負担は今の

ところ那須塩原市はないんですね。ただ、本当に

それでいいのかという議論もあります。道だった

ら、あと30年、50年まで使うわけですから、そう

いう使う人たちにも一定の負担というのは求める

べきという意見もあります。 

  ただ、今回の教育総務費のこの１億弱の起債を

起こしたことで、将来の子どもたちに大きな負担

が残るとか、そういったことは余りないのかなと

いうふうには私どもは考えています。 

○伊藤委員長 ほかに。 

  大丈夫ですか、藤村委員。 

○藤村委員 難し過ぎて。 

○伊藤委員長 ほかに質疑がないようなので、よろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑を終了いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 議員間討議をいたします。 

○伊藤委員長 失礼しました。ただいま藤村委員か

ら本討議について議員間討議を行いたいとの発言

がありましたので、お諮りいたします。 

〔発言する人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員、お伺いします。 

○藤村委員 エアコンの整備事業について、今、質

問しましたけれども、発言されていない方もいら

っしゃったので、もう少し皆さんのご意見をお聞

きしたいんです。 

○伊藤委員長 藤村委員からエアコンのことについ

て議員間討議を行いたいとの発言がありました。

お諮りいたします。 

  本議案について議員間討議を行うことに異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 ただいま異議なし、異議あり、両方

ございました。異議ありがございましたので、お

諮りいたします。 

  議員間討議を行うことに賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手少数と認めます。委員間討議を
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行わないことに決しました。 

  これより討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （黒磯中学校の看板について） 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 （旧穴沢小学校付近の速度制限につい

て） 

○伊藤委員長 教育総務課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のために10分間の休憩をとり

たいと思います。２時10分から開始します。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  皆さんに申し上げます。今定例会において委員

会は、本日１日を予定しております。そして、ま

たあした、あさって、やなあさってと勉強会も予

定が入っております。皆さんに申し上げますが、

どうぞ時間配分についてはご協力くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課について審査

を行いますが、学校教育課については福祉教育常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会（第二分科会）に切りかえ審査を行

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○伴学校教育課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （今後の特認校制度について） 

○伊藤委員長 学校教育課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩をいたし

ます。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○伊藤委員長 ただいまから生涯学習課所管の福祉

教育常任委員会審査を行います。 

  生涯学習課の皆様に申し上げます。議案の説明

に当たりましては、簡単明瞭にお願い申し上げま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９９号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第99号 公の施設の指定管理者

の指定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 （議案第99号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 確認させていただきたいと思うんです

が、今回の指定管理の中でるる選定基準の中で、

今回の議案第99号だけが、この１、２の持ち分が

90％、それで３が10％ということで、ほかは１、

２が70％で３が30％の中で採点方法をとられてい

る中で、なぜここだけが、この99号がこういう配

分になっているかを説明をお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 今回の配分の配点につきまし

ては、現行の指定管理の状況を見ますと、以前、

新聞等に掲載されましたように、利用者が減って

いるというような状況もありまして、重点配分と

いう部分を生涯学習課のほうで考えまして、特に
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１の部分では、十分な人員体制がとられているか、

あるいは類似施設の経営実績があるか、それから

２の住民サービスの向上の部分では、利用者の満

足度を向上させる方策がとられているか、あるい

は利用者からの要望をサービス向上につなげるこ

とができる計画を持っているか、それから同じく

プラスワンとしまして、施設の利用者をふやすよ

うな実効的な方策がとられているか、こちらを重

点配点いたしまして、１、２の部分で合わせて90

点ということで、重点的ソフト事業あるいは企画

能力を重視して、利用者向上等、住民サービスの

向上につながるようなところを重点的に配点した

ところであります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 中村委員。 

○中村委員 説明はわかりました。結果的にはそう

いう採点の方向で、結果的によしとして、こうい

う業者に決定されたという結果ですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中村委員 じゃ、わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 単純な質問で申しわけないんですけれ

ども、西那須野の図書館、規模の図書館の指定管

理を受けるのに、このもちろん相手方のお話です

からあれですけれども、共同企業体、３社の共同

企業体でないと指定管理を受けられないような仕

事内容なのかと同時に、ほか１団体も、これ共同

企業体だったということの確認です。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 西那須野図書館につきまして

は、現在、３つの共同事業体で管理運営を行って

おりますが、特に共同事業体でなくては運営でき

ないかということはないかと思います。近隣の図

書館等も単体での管理運営、指定管理を行ってい

るところもございます。 

  それから、別の応募団体Ａにつきましては、１

社の企業であります。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  藤村委員。 

○藤村委員 Ａというこの応募団体が決まらなかっ

たところというのは、どこですかというのは聞け

ないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちらは、ちょっと名称等は

出せませんので、ご了承ください。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 管理経費のことなんですが、きのうは

上限額という説明があったんですけれども、この

上限額というのは、やり方がわからないのでお聞

きするんですが、事前に公表しているものなんで

すか、伏せてあるものなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 応募要項の中で記載はしてあ

ります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この部分で、きのうの説明では、例え

ば100に対して100だったらゼロになると、100に

対して小さい額だと大きい数字になりますという

説明をきのうされていたんですけれども、例えば

今回のこの応募団体の、落ちたところの方はゼロ、

受かった方のところは２ということは、上限額に

対して安い金額を提示されていたということだと

思うんですけれども、安くするにはそれなりの持

ち出しをして安くするわけはないと思いますので、

どういったところを合理的に説明つく形でこの値

段が出てきて、このサービスはよりよくできると

いう、ここのところをわかるように説明していた

だきたいんです。 

○伊藤委員長 部長。 
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○伴内教育部長 まず、金額的な部分で申し上げま

すと、今回採用を予定しております事業者とＡ社

との違いですが、基本的にこちらが見込んでいた

上限額からしますと、約30万ほど片方の事業者が

低い額を提示されていたというのが、まずそこで

２点と０点が出ているというのがあります。 

  それと提案内容の中で、それぞれ審査項目ごと

にチェックをさせていただいておりますが、特徴

的なものを申し上げますと、共同企業体で今回予

定している事業者については、やはり利用拡大の

ための広報活動であるとか、独自の活動を展開し

たいというような提案がございました。それはど

ういう内容かということで確認はしましたが、や

はり地元のマスメディアであるとか、いろいろな

ところに図書館の利活用についての情報提供をし

ながら、今後進めていきたいというようなのが特

徴的にございました。 

  もう一社についても一定の評価はできるんです

が、なかなか十分、比較する中では今回採用した

いというところのほうが上回っていたというのが

大きな理由です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 今、私がお聞きしましたのが、その30

万低い委託料というんですか、そのお金の中でマ

スメディアとか、片方ができないことをできるよ

うにするという、その財源というか、何かを絞ら

ないとどこかにお金というのは回せないと思うん

ですけれども、そこのところがよくわからなかっ

たのでお聞きしたんです。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 今回提案された私どもの見込み額

からそれぞれ例えば人件費であるとか、消耗品で

あるとか、それぞれ項目を立てて私どもは設定し

ていますが、特に今回提案いただいた中でいきま

すと、人件費の関係で200万強減額の提案が出て

おりました。それは事業者の中での努力というこ

とだと思うんですが、特にその辺でこちらの指定

した額から大きな減になっているかなというふう

に思っています。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 この人件費を200万削るということは、

例えば働いている方が何人で、どのような勤務状

態でとか、例えば同じ条件にしないと比較という

のができないと思うんですけれども、200万円と

にかく片方のほうが安くするからといって、例え

ば片方のほうがどんと例えば賃金を安くしちゃっ

たという、そういう単純なものなのか、何か職員

の雇用の仕方で納得できるような工夫があって、

その人件費が200万削減できていたのか、もうち

ょっとそこのところ、人というのはすごく大事な

部分だと思いますので、働いている方にしわ寄せ

がいくようなやり方をよしとしていいのかどうか

というのをちょっと疑問に思いましたので、そこ

のところをもうちょっと説明をお願いします。 

○伊藤委員長 部長。 

○伴内教育部長 ただいま１つの大きな額の減の例

で人件費ということで申し上げました。Ａ社との

比較でいきますと、やはり200万ぐらいそこで違

っていたということなんですが、基本的に私ども

が指定管理の公募を出す際に、やっていただくべ

き業務というのはもうちゃんと指定してあります。

それに対応できるような計画書が出ている。それ

は人件費も含め、人の配置も含め、個々のこちら

が求めている事業に対してどういう対応をすると

いうのも１項目細かくありますが、そういったも

のは審査委員会の中で全部チェックさせてもらい

ながら、それで総合的に評価をしたということで

すので、人件費を抑えたから業務ができないとか、

そういうことでは基本的にないというふうに私ど

もは見ております。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 業務ありきというのはわかるんですけ

れども、その業務は必ず完遂されるとして、そこ

で人件費を200万抑えるということは、ばっさり

例えば今10人働いている中から何人か切られちゃ

うのか、例えば勤務時間が短くなるのか、そうい

うようなところはわかるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 大高商事のほうの共同企業事

業体ともう一社のほう、指定管理の応募書類の中

では、人的な部分では職員数、パートとか正職員

とか区別はあるんですが、人的には大高商事のほ

うが少ない人数で対応できるというようなことで

提案はされております。それから、もう一社のほ

うは、同じような、内容的には同じなんですが、

立場上、館長と副館長とか、ある程度ポストを設

定していることもありまして、その部分で人件費

の部分で大高商事のほうが少ないというような提

案となっております。 

  あとは、シフトの回し方、パートのほうも時間

帯で６時間とか８時間とか何種類もあるもんです

から、その回し方によって人件費的には削減でき

るようなシフトを組んでいるということになって

おります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ちょっと私がシステムがよくわかって

いないのでお聞きするんですが、今ある図書館で、

今働いている人ごと変わるのではなくて、経営だ

けが変わるんですか。人ごと変わる。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 パートですとかは、基本的に

は新しい会社に引き継がれるという例が多いのが

現状であります。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 保証はない。 

〔「所属先が変わるというような形で、そ

ういうのが多いという現状です。」と言

う人あり〕 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 100％保証はあるんですか。ないのか。 

〔「100％まではございません。」と言う

人あり〕 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議する点はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第99号 公の施設の指定管理者の指定につ

いてを原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第99号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）審査に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市
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一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○久保生涯学習課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 まず、今ご説明があったこの那須野が

原博物館特別展作品運搬展示業務というものです

が、具体的にはどのような内容の業務委託になり

ますか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○粟野生涯学習課長補佐兼生涯学習係長 東京にご

ざいます東京国立近代美術館、そちらのほうの工

芸館のほうからの借用物、つまり工芸作品ですね、

それを運搬するための費用になります。これは美

術専用車という特別といえば特別な車なんですが、

それを利用しまして、向こうでの借用のところの

梱包、それでもって運搬、こちらのほうに来まし

ての展示作業、これがまた終わりましたら、撤去、

運搬、返却、ここにかかわる費用になるわけであ

ります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 あともう一つは、狩野公民館の多目的

ホールの改築設計と、多目的ホールの改築の工事

請負というのは、これはこれから入札するものな

んですか。業者から見積もりをとっている金額が

これなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 こちらは金額的には実施計画

のほうに計上しました金額でありまして、まだ見

積もりとかをとってある金額ではありません。設

計委託のほうにつきましては、学校整備推進室の

ほうではじいていただいた数字を計上してありま

す。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、例えば入札したら、こ

れよりも上がったり下がったりということがある

ということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 基本的にはそのとおりですが、

入札で下がるということが予想されるかと思いま

す。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか、藤村委員。 

○藤村委員 はい。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ただいま藤村委員の質問の狩野公民館

の整備事業についてであります。 

  多目的ホールを改築ということなんですが、多

目的ホール、定義はあると思うんですが、現在あ

る体育館は、体育館としても使用しております。

今回の多目的ホールも、体育館機能というか、あ

そこで同様の運動ができる、スポーツができると

いうような設計になっているかどうか確認をさせ

ていただきます。 

○伊藤委員長 課長。 

○久保生涯学習課長 現行の体育館は、昭和42年に

建築されまして、43年から供用している施設であ

りまして、こちらはもとの槻沢小学校の体育館で

あります。したがいまして、基本的には体育館の

機能を備えた施設であります。 

  今回の多目的ホールにつきましては、いわゆる

公民館の多目的ホール的なものでありますので、

本格的なスポーツ、そういうのは難しいかと思い

ますが、軽スポーツ、あるいはダンス、あとは太

鼓の練習とか、そういう部分でいろいろな部分で

の利用は可能になるかと思います。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 
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○磯飛委員 了解です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 生涯学習課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

 

再開 午後 ２時４９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○伊藤委員長 スポーツ振興課所管の福祉教育常任

委員会審査を行います。 

  スポーツ振興課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９９号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第99号 公の施設の指定管理者

の指定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第99号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 基本的なことでちょっとお聞きします

けれども、要は１番と２番の選定基準にクリアし

ない限りは、この３番の管理経費の削減のところ

の指定管理料の提案はされないということなんで

すか。 
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○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○藤村委員 わかりました。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 ３番の管理経費の削減の中の提案額で

選定された会社が１点、Ｂが６点という、結構点

数では差があるんですが、これ金額面ではどのぐ

らい１点と６点で差があるか、もしお聞かせいた

だければ。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 削減額の差額ということ

でご質問ということでございますけれども、差額

といたしましては150万円前後の差額がございま

した。 

  以上です。 

○磯飛委員 いいです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 １点お伺いします。 

  指定管理者の業務の内容の中に、例えば三島体

育センターだと、⑵の中に体育施設の維持管理に

関する業務とありますよね。このことからいって、

選定結果の１、施設の管理運営の能力、⑴の団体

の経営状況とありますね。ここの説明をちょっと

お願いしたい。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 ⑴の申請団体の経営状況

ということのご説明でございますけれども、こち

らに関しましては、過去３年間の決算報告等をも

とに、専門の税理士さんにご依頼して点数をつけ

ていただいているものでございます。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと私も、どこがどの場所かとい

うのがちょっとわからなかったんですが、維持管

理に関する業務という項目ありますよね。先ほど

の⑵。業務の内容の中の⑵ありますよね。その維

持管理に関する業務がしっかり維持管理ができる

かどうかという判断をこっちの選定結果のほうで

は何を見て選定するんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 維持管理の業務につきま

しては、私どもの所管する体育施設につきまして

は、運動施設でございますので、例えば有資格者、

プールがございますので、例えば救急救命を持っ

ているとか、当然関連の維持管理もございますけ

れども、人的な部分も含めた中の管理の維持管理

というものも含まれてございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、人的というのは、選定の

⑵を言うわけですよね。 

〔「はい。」と言う人あり〕 

○相馬委員 維持管理、今回は体育センターなので、

私が言いたいのは、実は今回はこの指定管理者、

今回の指定管理ではないんですが、別なところな

んですが、維持管理ができているかできないかと

いうところの判断は、この選定の中ではどこで判

断するのかというのをお聞きしたいんです。 

○伊藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 この選定の基準の１の施

設の管理運営能力の中に、大枠の中に入っている

ということでご理解いただければと思います。 

  類似施設がたくさんございますので、当然私ど

もの所管するスポーツ施設に関しては、維持管理

は最低条件のことでございますので、当然この１

の施設の管理運営能力を含めて入れてあるという

ことでございます。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 
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○相馬委員 結構です。後でその他でもう一度聞き

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第99号 公の施設の指定管理者の指定につ

いてを原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第99号は、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）審査に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第72号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから何か。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 教育部の今定例会における審査は終

了となりますが、教育部全体として何かございま

すか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 
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  ここで執行部退席のため暫時休憩いたしますが、

10分間休憩とさせていただきます。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○伊藤委員長 ただいまから保健福祉部の審査を始

めます。 

  初めに、菊地保健福祉部長からご挨拶をいただ

きます。 

○菊地保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課について審査

を行いますが、健康増進課については福祉教育常

任委員会に対する付託案件はございませんので、

予算常任委員会（第二分科会）に切りかえ審査を

行います。 

  健康増進課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡単明瞭にお願

いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代健康増進課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  磯飛委員。 

○磯飛委員 （不妊治療における回数について） 

○伊藤委員長 ほかございませんか。 
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〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 健康増進課の皆さんから何かござい

ませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２６分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課について審査

を行いますが、社会福祉課については福祉教育常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会（第二分科会）に切りかえ審査を行

います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代社会福祉課長 （議案第72号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  藤村委員。 

○藤村委員 すみません、３款１項１目臨時福祉給

付金の事業なんですが、こちらはきのう説明を受

けてちょっと納得ができなかったのでもう一度伺

いたいのですが、今、この件でよろしいですか。 

〔「それは今やっているものでございまし

て、別なんです。臨時給付金というのは

……」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 すみません。よろしいですか。 

  臨時給付金は平成26年度から始まりまして、今

委員さんが出してくださったパンフレットは４回

目ということで、こちらの補正予算に計上させて

いただいたのは５回目のほうで、内容が違います。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 ということは、それはこれが通ってか

らまたもう一回このようなお知らせがまた届くと

いうことですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 たまたま高齢でこの対象になる母、実

家とこちらと両方抱えているものですから、かな

り混乱しているんですよね。この受ける世代の高

齢の年代の人には、もうとてもちょっと理解でき

ない状況のものがどんどん次から次へと毎年のよ

うに送られてきて、わからなくて助けを求められ

るんですけれども、私もちょっとうまく説明でき

ないんですが、これは実際に国の事業なんですけ

れども、問い合わせとかは多くないですか、困っ

ている方から。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおり、多いです。 

  私は対象になるのでしょうかとか、あと申請の

方法等についての問い合わせは多数ございます。 
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○伊藤委員長 藤村委員。 

○藤村委員 それで、結局こちらの親はたまたま同

居していますからよく見てあげることができるん

ですけれども、本当に遠くに離れている独居の親

は、もう本当に誰に頼っていいかわからないので、

自力でやるしかないんですけれども、そういう方

にはやはり自力で自分で問い合わせしない限りは、

これは受けられないということでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 原則そうなんですが、あと場

合によっては、お年寄りだと市役所のほうまで来

られないという方につきましては、返信の封筒を

入れていますので、ご自宅でご記入いただきまし

て、市役所のほうへの返信用封筒が入ってござい

ますので、そういった形で返送していただければ

ということで考えてございます。 

○藤村委員 わかりました。 

〔「関連」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 私も本会議で質疑があって何か理解で

きないでいる中、またきょうの藤村委員の質問で

余計理解できなくなってしまったんですけれども、

今回の補正に載っている分は今年度分で、今配っ

ている案内は来年度分という解釈なのか、今年度

中に２つこれやってしまうのか、その辺をまず。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 それでは、年度分につきまし

てご説明いたしますと、今やっているものにつき

ましては、平成28年の10月から３月までの半年分

ということで、何ていうのかなこれ。 

○伊藤委員長 部長。 

○菊地保健福祉部長 非常に複雑なものですから、

今回補正に上げたものはこれから議会で決定を受

けて、決定を受けたらすぐに通知を上げて、３月

までに終わらすものです。これからやるものです。 

  それで、藤村委員が持っているそのチラシは、

28年度のこれは２月１日まで、今現在やっている

ものです。その前に１回、27年度の繰り越してい

るものが１回あったんだよね。じゃ、それについ

て係長のほうから詳細についてちょっと非常に複

雑なものですから、説明をさせます。 

○伊藤委員長 係長。 

○大野社会福祉係長 臨時福祉給付費がすみません、

非常に難しいちょっと手続になっておりまして、

まず26年度は初めてという形で行われました。そ

れについては26年度で終わっている形で、あわせ

まして、同じように27年度に臨時福祉給付金とい

うことで6,000円を給付するというものが出たん

ですが、その後27年度中に１月に国が補正予算を

つけまして、高齢者向けに３万円出しますよとい

うふうに27年度中に国のほうが決定しております。

ただ、当然時期が時期でしたので、那須塩原市の

ほうでは予算ができないで補正は組んだんですが

繰越明許ということで、事業自体は28年度に入っ

てから５月ですね、着手しております。それとあ

わせまして、また国のほうで今度は28年度通常の

臨時福祉給付金というものを3,000円出せるとい

うものをやっておりまして、その3,000円出せま

すというものとあわせて、障害基礎年金、遺族基

礎年金とかをもらっている方で住民税非課税にな

る方というのが３万円ということで、今多分お手

元にあるチラシが３万円と3,000円というのが併

記されていると思うんですが、そういったものが

ありまして、それを今11月１日から12月１日申請

期間に合わせていただいて、それとは別にまた新

たに国のほうが、経済対策という形で出したもの

ですから、今年度中に３回目の給付金ということ

で、今回は国のほうで拾い出す対策という形で２

年半分の消費税分ですかね、引き伸ばした分に関

して１万5,000円、今回3,000円該当する方に対し
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まして改めて後ほど多分１万5,000円分を出すも

のの補正を組みますよということでやったもので

すから、今回12月の分で１万5,000円ということ

で計上を出させていただきました。対象者につき

ましては、28年度の給付金3,000円該当する方が

１万5,000円も該当してイコールだということに

なります。ですので、3,000円に対して上乗せで

１万5,000円いきますよというような、28年に関

してはなります。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 余計わからなくなってしまった。その

対象となる高齢者、余計わからない状況の中でや

っている中で、きのう本会議の中の質問の中で、

支給率というか申請率60％くらいだという答弁が

あったと思うんですけれども、その中で60％、ど

ういう理由で申請しないとか支給を受けないとか

というその状況というのは、担当部局では把握し

ておりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ６割から７割ということで昨

日お答えしたところですが、理由といたしまして

は、先ほど3,000円とか３万円とかございました

が、額の低いものはやはり給付率が低いです。６

割行っておりません。額の高いものについては、

９割近く行っていますので、やっぱり3,000円だ

から要らないわという方と、じゃ、やっぱり３万

円だからこれはもらうわという方がいるというこ

とで、私どものほうでは認識してございます。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そういった状況の中で、申請していな

い方のフォローというのはやっているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 フォローにつきましては、あ

くまでもやはり申請主義なものですから、特に対

策はしてございません。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 そういう内容なので、わかりましたが、

受けたくても、先ほど藤村委員が述べたような関

係で、受けたくてもわからない人とか、そういっ

た方の救済についてどうやるというような考えは

お持ちですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 救済につきましては、何らか

の相談があれば、やはりそれについては救済はあ

るんですが、やはり何も声が届かないということ

であれば、ちょっと具体的には今のところないと

いうことでございます。 

○伊藤委員長 係長。 

○大野社会福祉係長 すみません、今の補足という

ことで、直接的というお話ではないんですが、臨

時福祉給付金をやる際に、今ご指摘のあるような

方というのは、民生委員さんの携わっている可能

性が十分ありますもので、民生委員さんに対しま

してはそういった方々のフォローをお願いします

ということで、通知が来ていませんかですとかお

声がけをお願いしますということで、皆さんにご

協力いただいて、タクシー券等に関してもそうい

ったことを行っていると思うんですが、そのよう

な形で民生委員にはフォローをお願いしているよ

うな状況になります。 

  ただ、これを超えてしまう方に関しましては、

なかなか問いかけが難しいのが現状かなというふ

うには感じております。 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 非課税対象者が対象ということなので、

当然低所得者が対象になりますので、難しい部分

多々あると思いますが、できる範囲でご努力をい

ただいて、皆さんに支給されるようにさらなる努

力をしていただければと思います。 

  以上です。 
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○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  植木委員。 

○植木委員 ６ページなんですが、この予算執行計

画書、その１番、真ん中ぐらいですか、生活保護

費、こちらのほうの３項１目生活保護総務費です

か。内容は金額は６万5,000円と小さい燃料費な

んですが、先ほどの報告の内容を聞いてちょっと

お聞きしようかなと思ったものですから。現在保

護対象者は何人ぐらいになっていますか。 

  それと、今回その対象者に対して、訪問回数が

ふえたので燃料費が追加になったんだと、補正し

たんだと、こういうふうな内容なんですが、それ

でその訪問は指導のために訪問したと。指導はど

ういう指導だったかというと、働けるのに働かな

い、それから収入の申告をしていない、あとは車

に乗っているんだけれども内緒で乗っていると、

こういった内容なんですが、これの実績もあわせ

てお伺いしたいんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 それでは、まず、保護対象者

についてご説明いたします。 

  10月30日現在なんですが、那須塩原市におけま

す保護対象者につきましては799世帯、人員にい

たしますと1,004名ということでございます。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 指導のため訪問回数をふやしたという

んですが、どの程度ふやしたのかと、それから先

ほどのその働けるのに働かない、収入の申告をし

ない、車を乗っているのに乗っているような申告

をしていない、結果的にその実績についてもちょ

っとお伺いしたいんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 まず初めに、訪問回数につき

ましては、昨年度が１人平均当たり１カ月に18回

ほど訪問しておりますが、ことしはまだ11月まで

の統計なんですが、１人当たり30回ということで、

12回ほどふえてございます。 

  先ほどの指導の内容の件数ということでよろし

いんでしょうか。具体的にはちょっと何件行って

いるとかというような細かなデータはとっていな

いんですが、大まかに言いますと、多いのは車の

関係と就労の関係がほとんどでございます。 

○伊藤委員長 植木委員。 

○植木委員 おおむねどのぐらいの人数だったかと

いうのは、何か件数はわかりますか。 

  わからなければ、後でいいです、個人的に。 

〔「申しわけございません。」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 磯飛委員。 

○磯飛委員 今、植木委員のご質問の中で、大変訪

問回数がふえたと。訪問した結果、停止というあ

れはありますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 訪問した結果停止があるかと

いうことなんですが、ございます。ことしについ

て言えば、これもはっきりちょっと件数は、申し

わけないんですがはっきりした数字ではないんで

すが、10件ほど廃止になっているかな。理由につ

きましては、やはり車を処分しなかったという理

由、あと働けるのに働かなかったということにつ

きまして、一応すぐ廃止ということではないんで

すが、まず担当のケースワーカー、職員が訪問し

て口頭で指導いたします。それで、何度か言って

もだめであれば、今度は文書で指導いたします。

それで、文書で指導いたしましてもだめな場合は、

本人を呼んで、いわゆる聴聞という手続なんです

が聴聞をしまして、正当な理由がないと認められ

た場合につきましては廃止ということに至ってお

ります。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 
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○磯飛委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （生活保護受給者の調査について） 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  社会福祉課の皆さんから何かございますか。 

  課長。 

○田代社会福祉課長 （臨時福祉給付金のスケジュ

ールについて） 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時００分 

 

再開 午後 ４時０８分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○伊藤委員長 高齢福祉課所管の福祉教育常任委員

会の審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９５号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第95号 那須塩原市介護保険条

例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  補佐。 

  着座で結構です。 

○三輪高齢福祉課長補佐 （議案第95号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 第２条関係の第21条、これは定数が５

人、５人、５人と言ったのは、先ほどの説明だと

15人ではあるが、この被保険者を代表する者、学

識経験者、介護に関する事業に従事する方という

ことで、例えばこれが３、８、５になるとか、そ

ういう理解でよろしいですね。 
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○伊藤委員長 補佐。 

○三輪高齢福祉課長補佐 こちらの条例は第21条に

定数15名と記載があり、今回ちょっと減という形

になっておりますけれども、そちらの中を今まで

５、５、５とありましたものを削除させていただ

いて、弾力的に管理運営をさせていただきたいと

考えています。 

○伊藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解です。すみません。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、討議すべき点はございま

せんので、討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第95号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第95号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  それでは、ここで福祉教育常任委員会を予算常

任委員会（第二分科会）審査に切りかえます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  補佐。 

○三輪高齢福祉課長補佐 （議案第72号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 高齢者福祉課の皆さんから何かござ
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いませんか。 

  補佐。 

○三輪高齢福祉課長補佐 高齢福祉課としては特に

ございません。 

○伊藤委員長 それでは、高齢者福祉課の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２０分 

 

再開 午後 ４時２２分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○伊藤委員長 国保年金課について審査を行います

が、国保年金課については福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切りかえ審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○伊藤委員長 議案第72号 平成28年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○宇都野国保年金課長 （議案第72号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討議すべき点はございませんので、

討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第72号 平成28年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 議案第72号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 国保年金課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  保健福祉部の今定例会における審査は終了とな

りますが、保健福祉部全体として何かございます

か。 
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〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で保健福祉部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  執行部退席のため暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時２６分 

 

再開 午後 ４時２７分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○伊藤委員長 次に、４、その他に移ります。 

  まず、委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で本日の委員会日程

は終了となりました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、ご一任くださいますようお

願い申し上げます。 

  討論について、ご協力をお願いいたします。 

  また、12日、来週ですね、討論通告の期限とな

っているため、委員の皆さんには急なお願いがあ

るかもしれません。しかし、通告は午後５時まで

に事務局へ本人が提出する必要があるため、その

点重ねてご理解とご協力をお願いいたします。 

  事務局から連絡があります。 

  事務局。 

○長岡書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 それでは、皆さん、大変一日ご苦労

さまでした。これで委員会を終了します。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時３０分 

 




